
議案第１号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  平成29年２月22日提出 

 

逗子市長 平 井 竜 一 

 

（提案理由） 

平成28年度逗子市一般会計補正予算（第６号）は、緊急を要したため専決処分したの

で、承認を求めるため提案する。 

 

 





   

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 1 7 9条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。  

 

平成 28年度逗子市一般会計補正予算（第６号）  

（別紙のとおり）  

 

 

 

平成 29年１月 24日   

 

逗子市長  平  井  竜  一   

 





平成 28 年度 

 

 

逗 子 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗 子 市 





  － 1 －

 

 

平成28年度逗子市一般会計補正予算（第６号） 

 

平成28年度逗子市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49,034千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ20,068,196千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 



歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計

- 2 -

17 寄附金 　       3,352 　      32,405 　      35,757

1 寄附金 　       3,352 　      32,405 　      35,757

19 繰越金 　     629,867 　      16,629 　     646,496

1 繰越金 　     629,867 　      16,629 　     646,496

歳 入 合 計 　  20,019,162 　      49,034 　  20,068,196

千円 千円 千円



歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

- 3 -

2 総務費 　   2,741,310 　      49,034 　   2,790,344

1 総務管理費 　   2,180,715 　      49,034 　   2,229,749

歳 出 合 計 　  20,019,162 　      49,034 　  20,068,196

千円 千円 千円



平成 28 年度 

 

 

逗 子 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） に 関 す る 説 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗 子 市 





１　総　括

（歳　入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

- 1 -

１７ 寄附金 　       3,352 　      32,405 　      35,757

１９ 繰越金 　     629,867 　      16,629 　     646,496

　  20,019,162 　      49,034 　  20,068,196歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

補正前の額 補　正　額 計
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